
（ 非公募 ） 

山口市働く婦人の家指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市働く婦人の家 

 

２ 指定の期間   令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

団体名 一般財団法人山口県婦人教育文化会館 

   代表者 理事長 藤家 幸子 

   住 所 山口市湯田温泉五丁目１番１号 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  本法人は、男女共同参画社会への形成の推進と生涯学習の教養を高め、その福祉の向上を

はかり、民主的かつ文化的社会の形成に寄与することを目的として設立されています。 

この目的を達成するため、男女共同参画社会づくりの促進及び生涯学習に関する事業、福

祉増進に関する支援事業などの事業を行っています。 

 

５ 非公募施設とした理由 

当該施設は、山口県婦人教育文化会館と一体的に事業を推進する施設として同一建物内に

併設され、専門的知識に精通している一般財団法人山口県婦人教育文化会館が運営にあたっ

ており、両施設を一つの管理者が一体的に管理運営することが、当該施設の設置目的を達成

する上でより効率的であると判断しました。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定            令和２年７月９日(木) 

指定申請提出期間          令和２年９月９日（水）～令和２年９月２３日（水） 

選定委員会によるヒアリング及び審査 令和２年１０月２２日(木) 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

   原田 憲一  経済産業部次長（委員長） 

   河村 元博  経済産業部ふるさと産業振興課長 

   大長 幹明  山口商工会議所事務局長 

   齋藤 英智  国立大学法人山口大学経済学部准教授 

   増本 好夫  湯田地区町内会連合会会長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対しヒアリングへの出席を求め、提案内容等についての説明及び質疑応答を

行いました。  

実施日  令和２年１０月２２日（木） 

場 所  山口市役所第２会議室 

 

 



（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において、公募施設と同様に選定基準〔別紙１〕に掲げる評

価項目ごとに評価を行い、各委員の点数を合算したものを得点とし、総配点合計の６割（基

準点）以上であることを確認しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 

 

８ 選定の概要 

選定基準 配点 委員数 総配点 
一般財団法人 

山口県婦人教育文化会館 

施設利用者の公平性、平等性等が確保できるもの

であること １５ ５ ７５ ５６ 

公の施設の効用を最大限に発揮し、サービスの向

上を図ることができるものであること ２５ ５ １２５ ９１ 

施設の管理経費の縮減が図られているものであ

ること ５ ５ ２５ １５ 

安定的な管理運営業務を行う能力を有している

ものであること ２５ ５ １２５ ９５ 

上記項目以外に施設を管理運営していくうえで

必要な事項 ３０ ５ １５０ １１９ 

総  計 １００ ５ ５００ ３７６ 

基 準 点 － － ３００ 

 

 

９ 審査意見 

 山口市働く婦人の家は、本市における働く婦人及び勤労者家庭の主婦の福祉増進の場として、

大きな役割を果たしています。現行の受託団体である一般財団法人山口県婦人教育文化会館は、

山口県婦人教育文化会館と山口市働く婦人の家とを一体的に管理することにより、サービスの

充実及び経費縮減に努め、引き続き事業の企画・実施及び管理を行う能力を有していることを

確認しました。 

 中でも、事業目的や計画が明確であること、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行

ったうえで開催される利用者ニーズを把握した自主事業の実施等が高く評価されました。 

一方で、講座受講者の増加や若年層の利用促進のための対策、情報発信方法の検討等、更な

る利用促進に向けた対策が必要であると考えます。 

以上、総合的に判断して、一般財団法人山口県婦人教育文化会館は山口市働く婦人の家の指

定管理者候補者として、必要な条件を満たしており、適当であるものと認めます。 

 

 



別紙１ 指定管理者候補者選定基準 

 

選 定 基 準 配点 

①施設利用者の公平性、平等性等が確保できるものであること 

１５  ・公平、平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 

・利用者等からの要望等に対する適切な対応 

②公の施設の効果を最大限に発揮し、サービスの向上を図ることができるものであること 

２５ 
 ・施設の設置目的の理解及び管理運営方針の具体性 

・サービス向上のための具体的手法及び期待される効果 

・利用者への安全管理体制 

・利用促進に向けた具体的手法及び期待される効果 

③施設の管理経費の縮減が図られているものであること 

５ 
 ・管理運営経費縮減のための具体的な計画や工夫が提案されているか 

④安定的な管理運営業務を行う能力を有しているものであること  

２５ 

 ・収支予算書の妥当性 

・安定的な運営が可能な人的、物的基盤 

・個人情報の取扱いの方針及び具体的手法 

・公の施設での管理運営の実績、その評価 

・災害時等における危機管理体制 

⑤上記項目以外に施設を管理運営していくうえで必要な事項 

３０ 
 ・団体の特徴を発揮した考え方 

・自主事業計画書の妥当性 

・市の施策を踏まえた事業提案 

・団体の事業活動における市の施策への貢献・公益への配慮 

合      計 １００ 

 

 

 

 


